
第１７号 本庁舎他市有建物産業廃棄物運搬処分業務委託 説明書 

 

（業務担当課）総務部 管財契約課 管財グループ 

ＴＥＬ 0748―36―5525 

ＦＡＸ 0748―32―3237 

 

１．配布資料 

仕様書、施設位置図、コンテナ配置図、写真   

 

２．委託内容 

（１） 委託業務名  第１７号 本庁舎他市有建物産業廃棄物運搬処分業務委託 

（２） 委託場所   近江八幡市 桜宮町 他 

（３） 委託内容   別紙仕様書のとおり 

（４） 工期     契約締結日～令和 8年 1月 30日 

 

３．質疑応答 

 （１）質疑応答 

        受付  令和 7年 6月 10日（火）午前 9時 00分～午前 11時 00分 

          質疑は文書でお願いします。（ＦＡＸ可） 

          ※ＦＡＸを送信した場合は、市管財契約課まで受信確認の電話をす

ること。 

※質疑がない場合は提出の必要はありません。 

 

    受付場所  総務部 管財契約課 管財グループ  

          ＦＡＸ 0748-32-3237  ＴＥＬ 0748-36-5525（ダイヤルイン） 

 

      回答  令和 7年 6月 12日（木）    

          ※回答方法は管財契約課ＨＰで行います。 

 

４．前払金 

    前払金はいたしません。 

 

５．その他 

 （１） この契約は地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 234条の３の規定による長

期継続契約ではありません。 

（２） 委託内容については、担当課職員と十分協議の上、業務を行うこと。 

（３） 仕様書に記載のない項目で、必要と思われる事項があれば、ご協力願います。 

（４） 業務執行にともない、関係部署等に対する迷惑行為がないように配慮すること。 

（５） 談合、その他不正行為等により公正な入札が行われたか疑わしい情報等があった

場合、近江八幡市役所情報対応マニュアルに基づき公正取引委員会及び警察に通報



します。 

（６） 不当要求を受けたにもかかわらず報告を怠った場合は、近江八幡市建築工事等一

般競争入札参加停止及び指名停止基準に基づき停止措置を行います。 


